
関係法における総則的規定の状況 
 障害者基本法 障害者差別解消法 

目的 第一条  この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえの

ない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立

及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等に

より、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全ての

障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊

厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関

する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定

めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的

とする。 

基本 

理念 

（地域社会における共生等）  

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有

する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前

提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機

会が確保されること。 

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会にお

いて他の人々と共生することを妨げられないこと。 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の

機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られる

こと。  

（差別の禁止）  

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為を

してはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重で

ないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必

要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止

を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（国際的協調） 

第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有して

いることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （上記目的に、「障害者基本法の基本的な理念にのっとり」と規定） 

その

他の

総則

的事

項 

 

第六条  （国及び地方公共団体の責務）  

第七条 （国民の理解）  

第八条 （国民の責務）  

第九条 （障害者週間）  

第十条 （施策の基本方針）  

第十一条（障害者基本計画等）  

第十二条（法制上の措置等）  

第十三条（年次報告） 

 

第三条 （国及び地方公共団体の責務） 

第四条 （国民の責務） 

第五条 （社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

 

資料３ 



他自治体における条例上の総則的規定の状況 
 京都府 さいたま市 別府市 明石市 

目的 （前文より） 

 ．．．私たちは、共生社会の実現を強く念願し、障害者の権利

に関する条約、障害者基本法、障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律等の趣旨を踏まえ、共生社会の推進

に関し基本理念等を定め、その取組を府、府民、事業者及

び市町村、国その他の関係機関が一体となって総合的かつ

計画的に推進するため、この条例を制定する。 

第１条 この条例は、障害者への差別及び虐待を禁止するとと

もに、障害者の自立及び社会参加を支援するための措置を講

じることにより、障害者が地域社会を構成する一員として日

常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他の

あらゆる分野の活動に参加する機会を得られるよう、地域福

祉の推進を図り、もって市民が障害の有無にかかわらず、等

しく市民として個人の尊厳と権利が尊重され、その権利を享

受することができる地域社会の実現に寄与することを目的と

する。 

第１条 この条例は、障害を理解、障害のある人への差別をな

くすことに関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責

務を明らかにするとともに、障害のある人への差別及び虐待

をなくすための取組に係る施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、その施策を総合的に推進し、もって障害のある人

もない人も安心して安全に暮らすことのできる共生社会の実

現に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、障害を理由とする差別の解消についての

基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明

らかにし、合理的配慮の提供支援をはじめとする障害を理由

とする差別の解消に関する施策を推進することにより、障害

のある人が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、

権利の主体として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の

活動に参加することができる環境を構築し、もって障害のあ

る人とない人とがともに支えあい、活かしあうことができる

地域社会を実現することを目的とする。  

基本 

理念 

第２条 共生社会（全ての府民が、障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会をいう。以下同じ。）の推進は、全ての障害者が、

障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人として

その尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨

として行われなければならない。 

(1) 全て障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される

こと。 

(2) 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについ

ての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共

生することを妨げられないこと。 

(3) 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他

の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される

とともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択

の機会の拡大が図られること。 

(4) 全て障害者は、障害のある女性が障害及び性別による複合

的な原因により特に困難な状況に置かれる場合等、その性別、

年齢等による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる

場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされるこ

と。 

(5) 障害及び社会的障壁に係る問題は、障害の有無にかかわら

ず、全ての府民の問題として認識され、その理解が深められ

ること。 

(6) 共生社会を推進するための取組は、府、府民、事業者及び

市町村、国その他の関係機関（以下「市町村等」という。）の

適切な役割分担並びに相互の連携及び協働の下に行われるこ

と。 

第３条 障害者への差別をなくし、及び虐待を防止するための取

組は、市、市民及び事業者並びに障害者の医療、保健、福祉、

教育、就労等に関係する機関（以下「関係機関」という。）が

障害者を権利の主体であると認識し、その権利を尊重し、そ

れぞれの障害に対する理解を深めることにより行われなけれ

ばならない。 

２ 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支

援に関する施策の推進は、市、市民、事業者及び関係機関が

相互に連携し、並びに障害者の選択を尊重することにより行

われなければならない。 

３ 障害者の権利の擁護並びに障害者の自立及び社会参加の支

援に関する施策の推進は、障害者が市民の一員として地域に

おいて生活し、それぞれにふさわしい役割を果たすことがで

きるよう行われなければならない。 

第３条 全て障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、

自らが選択した地域において生活し、地域社会を構成する一

員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加

する権利を有する。 

２ 障害は、個人の心身の機能の状態から直接的に生じるもの

ではなく、その状態と社会的障壁との相互作用によって生じ

るものであることから、障害のある人に対しては合理的配慮

が行われなければならない。 

第２条 障害を理由とする差別を解消するに当たっては、障害

のある人とない人との権利の平等が、最大限尊重されなけれ

ばならない。 

２ 共生社会の実現は、障害を、障害のある人だけの問題とし

てではなく、障害のない人も含めたすべての人の問題として

認識し、相互の違いを理解し、その個性と人格とを互いに尊

重することを基本として行われなければならない。 

３ 障害を理由とする差別の解消は、差別する側とされる側が

お互いを一方的に非難することにより行われるべきものでは

なく、ともに協力し合うことによって実現しなければならな

い。 

４ 合理的配慮の提供は、障害のある人が、障害のない人と等

しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜら

れ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するこ

とを基本として行われなければならない。 

 

その

他の

総則

的事

項 

 

第３条 （府の責務） 

第４条 （府民の責務） 

 

第２６条 （財政上の措置） 

 

第４条 （市の責務）  

第５条 （市民等の責務）  

第６条 （計画の策定等） 

第７条 （市民相互の意見交換等） 

第８条 （顕彰） 

 

第４条 （市の責務） 

第５条 （市民及び事業者の責務） 

第６条 （合理的配慮の評価） 

 

第４条 （市の責務） 

第５条 （市民及び事業者の役割） 

第６条 （障害者計画との関係） 

第７条 （財政上の措置） 

 


